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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉗子チャンネルを有する内視鏡と、
　前記鉗子チャンネルに鉗子口から挿通されるエネルギ処置具本体と、
　該エネルギ処置具本体にエネルギを供給するエネルギ源と、
　前記内視鏡を通る電気配線を介して前記エネルギ源に接続され、かつ、前記鉗子口の近
傍に設けられた内視鏡側電気接点と、
　前記エネルギ処置具本体に設けられ、前記エネルギ処置具本体を前記鉗子チャンネルに
挿入したときに、前記内視鏡側電気接点と電気的に連結可能な処置具本体側電気接点とを
備え、
　前記処置具本体側電気接点が、前記エネルギ処置具本体の長手方向に沿って移動可能で
あることを特徴とする内視鏡処置システム。
【請求項２】
　前記処置具本体側電気接点が、伸縮性を有する移動部材によって前記エネルギ処置具本
体と接続されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡処置システム。
【請求項３】
　前記内視鏡側電気接点と前記処置具本体側電気接点との少なくとも一方が、前記鉗子口
の軸線回りに回転可能に配されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
内視鏡処置システム。
【請求項４】
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　内視鏡の鉗子チャンネルに鉗子口から挿通されるエネルギ処置具本体を備えるエネルギ
処置具であって、
　前記エネルギ処置具本体を前記鉗子チャンネルに挿入したときに、前記内視鏡を通る電
気配線を介してエネルギ処置具本体にエネルギを供給するエネルギ源に接続され、かつ、
前記鉗子口の近傍に設けられた内視鏡側電気接点と電気的に連結可能で前記エネルギ処置
具本体の長手方向に沿って移動可能である処置具本体側電気接点を前記エネルギ処置具本
体に備えることを特徴とするエネルギ処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織内に挿入してエネルギを供給することにより生体組織の切除等の処
置を行う内視鏡処置システム及びエネルギ処置具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡の鉗子チャンネルを通して体腔内に挿入されるエネルギ処置具として高周
波スネア等の内視鏡処置具を用いた電気手術装置が提案されている（例えば、特許文献１
参照。）。この特許文献１に記載の電気手術装置に用いられる高周波処置具としての高周
波スネアは、中空のシースと、シースの基端部に設けた操作部と、このシース内に挿入さ
れ、先端部にシース先端から突没自在な処置部としてのループを有する操作ワイヤと、シ
ース及び操作ワイヤの基端に設けられ、操作ワイヤを進退操作するスライダを備えた操作
部とを有している。
　さらに、操作部には、コネクタを端部に設けた電源コードが接続されており、この電源
コードの他端のコネクタは高周波電源装置に接続されている。これにより、操作ワイヤを
介して高周波電源装置から高周波電流を供給して、ポリープの切除等の処置を行うもので
ある。
【特許文献１】特開２００１－２７６０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の技術には以下のような課題が残されている。
　上記特許文献１に記載の電気手術装置に用いられる高周波処置具では、高周波電源装置
と操作部とを電源コードで連絡しているため、操作部を動かす際に電源コードが邪魔にな
り操作が煩雑になるという問題がある。さらに、鉗子チャンネルに高周波処置具を挿通し
た状態で鉗子チャンネルの軸線回りに回転させた際、電源コードが高周波処置具に絡まっ
てしまう不都合も生じてしまう。
【０００４】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、エネルギ処置具本体の
操作部の自由度を向上させた内視鏡処置具システム及びエネルギ処置具を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明の内視鏡処置システムは、鉗子チャンネルを有する内視鏡と、前記鉗子チャンネ
ルに鉗子口から挿通されるエネルギ処置具本体と、該エネルギ処置具本体にエネルギを供
給するエネルギ源と、前記内視鏡を通る電気配線を介して前記エネルギ源に接続され、か
つ、前記鉗子口の近傍に設けられた内視鏡側電気接点と、前記エネルギ処置具本体に設け
られ、前記エネルギ処置具本体を前記鉗子チャンネルに挿入したときに、前記内視鏡側電
気接点と電気的に連結可能な処置具本体側電気接点とを備え、前記処置具本体側電気接点
が、前記エネルギ処置具本体の長手方向に沿って移動可能であることを特徴とする。
【０００６】
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　この発明では、まず、内視鏡を体腔内に挿入した後、鉗子チャンネルからエネルギ処置
具本体を挿入する。そして、内視鏡側電気接点に処置具本体側電気接点を接続させ、エネ
ルギ処置具本体に設けられた鉗子等の処置部により、処置部位を把持し、その状態でエネ
ルギ源を駆動させて、エネルギ処置具本体にエネルギを供給する。これにより、エネルギ
処置具本体に、例えば、高周波電流が供給され処置部位の切除等が行われる。すなわち、
内視鏡に設けられた内視鏡側電気接点に、エネルギ処置具本体に設けられた処置具本体側
電気接点を接続させることにより、電源コードを必要とせずに、エネルギ処置具本体に、
例えば、高周波電流を供給することができるため、電源コードによる操作の煩わしさがな
くなり、エネルギ処置具本体を自由に操作することができ、エネルギ処置具本体の自由度
を向上させることが可能になる。
【０００７】
　また、本発明の内視鏡処置システムは、前記処置具本体側電気接点が、前記エネルギ処
置具本体の長手方向に沿って移動可能であることを特徴とする。
　この発明では、エネルギ処置具本体の長手方向に沿って移動可能であるため、エネルギ
処置具本体に、例えば、高周波電流を供給しない場合は、内視鏡側電気接点からエネルギ
処置具本体を退避させておくことができるため、エネルギ処置具本体に、例えば、高周波
電流を供給するときのみ接続させることも可能となる。
【０００８】
　また、本発明の内視鏡処置システムは、前記処置具本体側電気接点が、伸縮性を有する
移動部材によって前記エネルギ処置具本体と接続されていることを特徴とする。
　この発明では、移動部材は伸縮性を有しているため、移動部材は自由にエネルギ処置具
本体の長手方向に沿って伸縮可能となる。すなわち、エネルギ処置具本体に、例えば、高
周波電流を供給する場合は移動部材を伸張させて内視鏡側電気接点と処置具本体側電気接
点とを電気的に接続させ、例えば、高周波電流を供給しない場合は移動部材を収縮させて
コンパクトにまとめておくことが可能となる。また、内視鏡側電気接点と処置具本体側電
気接点との距離が変わっても容易に接続できる。
【０００９】
　また、本発明の内視鏡処置システムは、前記内視鏡側電気接点と前記処置具本体側電気
接点との少なくとも一方が、前記鉗子口の軸線回りに回転可能に配されていることを特徴
とする。
　この発明では、内視鏡側電気接点に処置具本体側電気接点を接続させた状態で、鉗子口
の軸線回りにエネルギ処置具本体のみを回転させることができるので、エネルギ処置具本
体を回転操作し易くなる。
【００１０】
　また、本発明のエネルギ処置具は、内視鏡の鉗子チャンネルに鉗子口から挿通されるエ
ネルギ処置具本体を備えるエネルギ処置具であって、前記エネルギ処置具本体を前記鉗子
チャンネルに挿入したときに、前記内視鏡を通る電気配線を介してエネルギ処置具本体に
エネルギを供給するエネルギ源に接続され、かつ、前記鉗子口の近傍に設けられた内視鏡
側電気接点と電気的に連結可能で前記エネルギ処置具本体の長手方向に沿って移動可能で
ある処置具本体側電気接点を前記エネルギ処置具本体に備えることを特徴とする。
【００１１】
　この発明では、内視鏡の鉗子口近傍に設けられた内視鏡側電気接点が、内視鏡を通る電
気配線を介してエネルギ源に接続され、エネルギ処置具が内視鏡側電気接点と電気的に連
結可能な処置具本体側電気接点を備えているので、従来のように、例えば、高周波電流を
供給する場合に、電源コードを操作部及びエネルギ源に接続させる手間がなくなり、また
、エネルギ処置具本体の自由度を向上させることが可能になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明においては以下の効果を奏する。
　本発明に係る内視鏡処置システム及びエネルギ処置具によれば、内視鏡側電気接点と処
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置具側電気接点とを連結する電気配線が内視鏡を通っており、内視鏡側電気接点と処置具
側電気接点とを接続すると、エネルギ処置具本体にエネルギを供給することが可能となる
。したがって、電気配線が邪魔になることがないため、エネルギ処置具本体を操作する際
の電気配線による煩わしさがなくなり、エネルギ処置具本体の自由度を向上させることが
可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の第１実施形態について、図１から図７を参照して説明する。
　本実施形態に係る内視鏡処置システム１は、図１及び図２に示すように、鉗子チャンネ
ル１１を有する内視鏡１０と、この内視鏡１０の鉗子チャンネル１１に鉗子口１２から挿
通される高周波処置具（エネルギ処置具）３０とを備えている。また、高周波処置具３０
として、本実施形態ではホットバイオプシー鉗子を用いて説明する。
【００１４】
　内視鏡１０は、図１に示すように、内部に鉗子チャンネル１１が形成され体腔内へ挿入
される細長の内視鏡挿入部１３を有しており、これは、硬質の内視鏡先端部１４と、この
内視鏡先端部１４の基端に設けられた湾曲自在の湾曲部１５と、この湾曲部１５の後端か
ら内視鏡操作部１６まで伸びる長尺の可撓部１７とから構成されている。また、湾曲部１
５は、内視鏡操作部１６に設けられた湾曲操作ノブ１８を操作することにより、上下、左
右における任意の方向に湾曲することができるようになっている。また、内視鏡操作部１
６には、ライトガイド（図示略）を介して先端の照明窓から体腔内の処置部位を照明する
光源装置２に接続されているユニバーサルコード１９が設けられている。
　さらに、鉗子口１２の近傍には、内視鏡側電気接点部２０が設けられており、電気配線
Ｌ１を介して高周波処置具３０に高周波電流（エネルギ）を供給するエネルギ源３が接続
されている。
【００１５】
　高周波処置具３０は、鉗子チャンネル１１に鉗子口１２から挿通される高周波処置具本
体（エネルギ処置具本体）３１と、この高周波処置具本体３１に設けられた処置具本体側
電気接点部４０とを備えている。
【００１６】
　高周波処置具本体３１は、図３及び図４に示すように、鉗子チャンネルに挿通可能で、
先端側に鉗子部材３４が配された挿入部３３と、挿入部３３の基端側に接続され鉗子部材
３４の開閉を行う操作部３５とを備えている。
　挿入部３３は、図5に示すように、被覆チューブ３６で外周面が覆われた可撓性を有す
るコイルシース３７と、コイルシース３７内に進退自在に配された操作ワイヤ３９と、コ
イルシース３７の先端３７ａ側に設けられた一対の鉗子片３４ａ，３４ｂと、この鉗子片
３４ａ，３４ｂに接続され、操作ワイヤ３９の進退操作を鉗子片３４ａ，３４ｂの開閉操
作に変換するリンク機構３８とを備えている。このコイルシース３７の先端３７ａ側は操
作ワイヤ３９が接触した状態になっており、また、コイルシース３７の他端３７ｂ側は、
被覆チューブ３６の一部の被膜が剥離されて露出部分３６ａを形成している。
【００１７】
　また、処置具本体側電気接点部４０は、図５に示すように、コイルシース３７の露出部
分３６ａを保護する固定部材４１と、処置具本体側電気接点４２を有する移動コネクタ４
３と、一端がコイルシース３７の露出部分３６ａに、他端が処置具本体側電気接点４２に
それぞれ接続された導電性を有するコイルスプリング（移動部材）４４とを備えている。
また、移動コネクタ４３は弾性体を有する材質、例えばゴムからなっている。
　移動コネクタ４３には、挿入部３３を挿通可能な貫通孔４３ａが形成されており、移動
コネクタ４３は、高周波処置具本体３１の長手方向に沿って移動可能となっている。また
、貫通孔４３ａには、鉗子口１２を圧入可能な圧入孔４３ｂが形成されている。
【００１８】
　処置具本体側電気接点４２は、図７に示すように、貫通孔４３ａを挟んで対称の位置に
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間隔を開けて配されている。また、この処置具本体側電気接点４２には、図５に示すよう
に、内視鏡側電気接点２１と嵌合可能な嵌合孔４２ａが形成されており、内視鏡側電気接
点２１と処置具本体側電気接点４２とを嵌合させることにより、処置具本体側電気接点４
２を介してコイルシース３７に電気的に接続可能になっている。すなわち、コイルシース
３７と操作ワイヤ３９と鉗子片３４ａ，３４ｂとは接触状態であるため、処置具本体側電
気接点４２と鉗子部材３４とは電気的に接続可能になっている。
　また、コイルスプリング４４の外周面には、外部から電気的に絶縁するため絶縁性の材
料で形成されたカバー４５が設けられている。なお、このカバー４５は、コイルスプリン
グ４４の動きを規制しないように若干のたるみをもって設けることが好ましく、本実施形
態では、図５に示すように、蛇腹状に設けられている。
【００１９】
　内視鏡側電気接点部２０は、図６に示すように、鉗子口１２を中心として配されたリン
グ状の内視鏡側電気接点２１と、この内視鏡側電気接点２１に接続され電気配線Ｌ１に接
続された回転支持体２２とを備えている。
　内視鏡側電気接点２１には、上面２１ａ側に設けられ後述する嵌合孔４２ａと嵌合可能
な突起部２３が設けられている。この突起部２３は鉗子口１２を挟んで対称の位置に２箇
所設けられている。また、内視鏡側電気接点２１には、下面２１ｂ側にリング状の溝２４
が設けられている。
【００２０】
　回転支持体２２は、鉗子口１２を中心として配されたリング状となっており、内視鏡側
電気接点２１に対向する面の外周縁部には、中心に対して対称位置に一対の突起部２５が
形成されている。この突起部２５と内視鏡側電気接点２１の下面２１ｂ側の溝２４とは接
触を維持しながら、回転支持体２２に対して内視鏡側電気接点２１が鉗子口１２の中心軸
Ａ回りに回転可能となっている。
【００２１】
　また、電気配線Ｌ１は、内視鏡側電気接点２１から内視鏡操作部１６を通り、ユニバー
サルコード１９及び光源装置２を介して高周波電源３に接続されている。さらに、この高
周波電源３には、高周波電力の出力をＯＮ／ＯＦＦ制御するフットスイッチ（図示略）が
設けられており、これにより、内視鏡側電気接点２１に高周波電流の供給の制御を行って
いる。
【００２２】
　次に、以上の構成からなる本実施形態の内視鏡処置システム１及び高周波処置具３０の
使用方法について以下に説明する。
　まず、内視鏡挿入部１３を体腔内に挿入し、内視鏡操作部１４に設けられた湾曲操作ノ
ブ１６ａ，１６ｂを操作して、鉗子部材３４を処置部位の付近に誘導する。そして、図２
に示すように、鉗子口１２から鉗子チャンネル１１に高周波処置具本体３１を挿通して、
内視鏡先端部１４から鉗子部材３４を突出させる。次いで、移動コネクタ４３を鉗子口１
２側に移動し、コイルスプリング４４を伸展させて、図１及び図６に示すように、圧入孔
４３ｂに鉗子口１２を圧入すると共に、内視鏡側電気接点２１の突起部２３に処置具本体
側電気接点４２の嵌合孔４２ａを嵌め合わせる。処置部位に鉗子部材３４を近づけ、操作
部３５を操作し鉗子片３４ａ，３４ｂを開閉して、鉗子片３４ａと３４ｂとにより処置部
位の組織を挟み込む。このとき、鉗子部材３４が処置部位を挟持し易いように鉗子片３４
ａ，３４ｂの向きを調整する必要があれば、操作部３５を回転させて鉗子片３４ａ，３４
ｂの向きを変える。
【００２３】
　その後、高周波電源３のフットスイッチを踏むことにより、電気配線Ｌ１を通して内視
鏡側電気接点２１を介し処置具本体側電気接点４２に高周波電流が流れる。そして、高周
波電流は、処置具本体側電気接点４２からコイルスプリング４４，コイルシース３７及び
操作ワイヤ３９を介して鉗子片３４ａ，３４ｂに供給され、組織が切除され、その後、高
周波電源３をＯＦＦ状態にして、内視鏡側電気接点２１と処置具本体側電気接点４２とを
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外して高周波処置具本体３１を鉗子口１２から引き抜くことにより、処置部位の組織の切
除等が完了する。
【００２４】
　本実施形態に係る内視鏡処置システム１及び高周波処置具３０によれば、内視鏡側電気
接点２１に接続された電気配線Ｌ１が内視鏡内部を通り高周波電源３に接続されているた
め、内視鏡側電気接点２１の突起部２３と処置具本体側電気接点４２の嵌合孔４２ａとを
嵌め合わせることにより、高周波処置具本体３１に高周波電流を供給することができる。
このため、外部に露出する電気配線がないため、高周波処置具本体３１を自由に操作する
ことができる。
【００２５】
　次に、本発明に係る第２実施形態について、図８から図１０を参照して説明する。なお
、以下に説明する各実施形態において、上述した第１実施形態に係る内視鏡処置システム
１及び高周波処置具３０と構成を共通とする箇所には同一符号を付けて、説明を省略する
ことにする。
　本実施形態に係る高周波処置具５０は、コイルスプリング４４に代えて被覆電線５１を
用いている点と、移動コネクタ５２の構成の点とにおいて、第１実施形態と異なっている
。
【００２６】
　移動コネクタ５２は、図８及び図９に示すように、空洞部５２ａに設けられ被覆電線５
１を巻回可能なリール５３と、処置具本体側電気接点４２の開口部４２ｂに出没可能に配
置された移動接点５４とを備えている。
　リール５３は、移動コネクタ５２に高周波処置具本体３１の軸方向に対し略直交方向に
延びる軸線Ｂ回りに回転自在に軸支されている。これにより、移動コネクタ５２を高周波
処置具本体３１の鉗子部材３４側に移動させると、被覆電線５１を移動コネクタ５２から
外部に繰り出せるようになっている。一方、固定部材４１側に移動させると、リール５３
に被覆電線５１が巻回されるようになっている。また、リール５３の両端にはフランジ部
５５が形成されており、高周波処置具本体３１側のフランジ部５５ａが導電性を有すると
ともに、外周面にはＶ溝５５ｂが形成されている。さらに、被覆電線５１の一端がフラン
ジ部５５ａに、他端がコイルシース３７の露出部分３６ａに電気的に接続されている。
【００２７】
　また、処置具本体側電気接点４２内には、移動接点５４を開口部４２ｂから突出する方
向に付勢するコイルスプリング５６が配されている。このコイルスプリング５６は、処置
具本体側電気接点４２と移動接点５４との間に若干圧縮された状態で配置されている。こ
れにより、移動接点５４はコイルスプリング５６によって開口部４２ｂから突出する方向
に常時付勢されている。そして、移動接点５４の端面にフランジ部５５ａからの押圧力が
加えられていない状態においては、移動接点５４はストッパ５７を開口部４２ｂ周辺の内
壁面に突き当てることにより、鎖線に示す位置まで突出量が制限されている。このため、
移動接点５４の端面にはフランジ部５５ａからの押圧力が常に加えられた状態でリール５
３を配設することにより、コイルスプリング５６が圧縮する方向に変位させられることに
なり、移動接点５４とフランジ部５５ａとの接触を良好にしている。
【００２８】
　さらに、コイルスプリング５６及び移動接点５４は導電性を有する材質からなるため、
コイルスプリング５６，移動接点５４、フランジ部５５ａ及び被覆電線５１を介してコイ
ルシース３７に電気的に接続可能になっている。すなわち、コイルシース３７と操作ワイ
ヤ３９と鉗子片３４ａ，３４ｂとは接触状態であるため、処置具本体側電気接点４２と鉗
子部材３４とは電気的に接続可能になっている。
【００２９】
　次に、以上の構成からなる本実施形態の内視鏡処置システム及び高周波処置具５０の使
用方法について説明する。
　まず、第１実施形態と同様に、鉗子チャンネル１１に高周波処置具本体３１を挿通する
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。そして、図１０（ａ）に示すように、固定部材４１側にある移動コネクタ５２を挿入部
３３に沿って、図１０（ｂ）に示すように、内視鏡側電気接点２１まで移動させる。この
ように、移動コネクタ５２を高周波処置具本体３１の挿入部３３に沿って移動させると、
移動コネクタ５２内のリール５３に巻回されている被覆電線５１が軸線Ｂを中心に回転し
移動コネクタ５２から外部に繰り出される。そして、内視鏡側電気接点２１の突起部２３
に処置具本体側電気接点４２の嵌合孔４２ａを嵌め合わせる。次いで、高周波処置具本体
３１の操作部３５を操作し鉗子片３４ａ，３４ｂを開閉して、鉗子片３４ａと３４ｂとに
より処置部位を挟み込む。
【００３０】
　その後、高周波電源３のフットスイッチを踏むことにより、電気配線Ｌ１を通して内視
鏡側電気接点２１を介し処置具本体側電気接点４２に高周波電流が流れる。ここで、コイ
ルスプリング５６，移動接点５４，フランジ部５５ａ及び被覆電線５１は電気的に接続さ
れているため、高周波電流は、コイルシース３７及び操作ワイヤ３９を介して鉗子片３４
ａ，３４ｂに供給される。そして、第１実施形態と同様に高周波処置具本体３１を鉗子口
１２から引き抜くことにより、処置が完了する。
【００３１】
　本実施形態に係る内視鏡処置システム及び高周波処置具５０によれば、移動コネクタ５
２の空洞部５２ａにリール５３を備えているので、移動コネクタ５２の高周波処置具本体
３１の挿入部３３に沿った移動に応じて露出する被覆電線５１の量が調整できる。したが
って、露出する被覆電線５１の量を最小限に抑えることができるので、被覆電線５１によ
る操作の煩わしさがなくなり、高周波処置具本体３１の自由度を向上させることが可能に
なる。
【００３２】
　次に、本発明に係る第３実施形態について、図１１を参照して説明する。
　本実施形態に係る高周波処置具６０は、移動コネクタ６１の構成において、第２実施形
態と異なっている。
　移動コネクタ６１は、空洞部６１ａに配されたボールベアリング６２と、このボールベ
アリング６２を介して高周波処置具本体３１の挿入部３３の軸線Ｃ回りに回転可能なリー
ル６３とを備えている。このリール６３は、リング状となっており、挿入部３３が中心に
配されている。
【００３３】
　ボールベアリング６２は、内輪６２ａと、外輪６２ｂと、これら内輪６２ａ及び外輪６
２ｂの間に介在された複数のボール６２ｃとを備えている。また、内輪６２ａは移動コネ
クタ６１内の処置具本体側電気接点４２に、外輪６２ｂはリール６３にそれぞれ固定され
ているため、移動コネクタ６１の挿入部３３の軸方向に沿った移動によって、内輪６２ａ
に対して外輪６２ｂが高周波処置具本体３１の軸線Ｃ回りに回転可能になっている。さら
に、内輪６２ａ，外輪６２ｂ及びボール６２ｃともに導電性を有する材質からなるため、
内輪６２ａ，ボール６２ｃ，外輪６２ｂ及び被覆電線５１を順に介してコイルシース３７
に電気的に接続可能になっている。すなわち、コイルシース３７と操作ワイヤ３９と鉗子
片３４ａ，３４ｂとは接触状態であるため、処置具本体側電気接点４２と鉗子部材３４と
は電気的に接続可能になっている。
【００３４】
　次に、以上の構成からなる本実施形態の内視鏡処置システム及び高周波処置具６０の使
用方法について説明する。
　まず、第１実施形態と同様に、鉗子チャンネル１１に高周波処置具本体３１を挿通する
。そして、第２実施形態と同様にして、移動コネクタ５２を高周波処置具本体３１の挿入
部３３に沿って内視鏡側移動接点２１まで移動させると、移動コネクタ６１内のリール６
３に巻回されている被覆電線５１が高周波処置具本体３１の軸線Ｃ回りに回転し、移動コ
ネクタ６１から外部に露出する。そして、内視鏡側電気接点２１の突起部２３に処置具本
体側電気接点４２の嵌合孔４２ａを嵌め合わせる。次いで、高周波処置具本体３１の操作
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部３５を操作し鉗子片３４ａ，３４ｂを開閉して、鉗子片３４ａと３４ｂとにより処置部
位を挟み込む。
【００３５】
　その後、高周波電源３のフットスイッチを踏むことにより、電気配線Ｌ１を通して内視
鏡側電気接点２１を介し処置具本体側電気接点４２に高周波電流が流れる。ここで、内輪
６２ａ，ボール６２ｃ及び外輪６２ｂ、リール６３及び被覆電線５１は電気的に接続され
ているため、高周波電流は、コイルシース３７及び操作ワイヤ３９を介して鉗子片３４ａ
，３４ｂに供給される。そして、第１実施形態と同様に高周波処置具本体３１を鉗子口１
２から引き抜くことにより、処置が完了する。
【００３６】
　本実施形態に係る内視鏡処置システム及び高周波処置具６０によれば、リール６３がボ
ールベアリング６２を介して回転可能に配されているため、リール６３が滑らかに軸線Ｃ
回りに回転し、さらに効率良くリール６３に被覆電線５１が巻回される。したがって、挿
入部３３の軸方向への移動コネクタ６１の操作性を良好にするとともに、移動コネクタ６
１の高周波処置具本体３３の軸方向の移動に応じて露出する被覆電線５１の量が調整でき
る。
【００３７】
　なお、本発明の技術範囲は上記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、高周波電源３は、ユニバーサルコード１９及び光源装置２を介して高周波電源
３に接続される電気配線Ｌ１としたが、これに代えて、光源装置２を介さずにユニバーサ
ルコード１９の途中から分岐したコードに接続されていても良い。
　また、内視鏡側電気接点２１は、回転支持体２２に対して回転可能であったが、内視鏡
側電気接点２１と回転支持体２２とを固着させ、処置具本体側電気接点４２を内視鏡側電
気接点２１に対して回転可能な構造であっても良い。
　また、内視鏡側電気接点２１の突起部２３を２箇所設けたが、１箇所または３箇所以上
であっても構わない。この構成の場合には、この突起部２３に嵌合する位置に処置具本体
側電気接点４２の嵌合孔４２ａを設ければ良い。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る内視鏡処置システムを示す平面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る内視鏡処置システムを示す平面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るエネルギ処置具を示す平面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るエネルギ処置具を示す平面図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るエネルギ処置具を示す要部断面図である。
【図６】図１の内視鏡側電気接点部と処置具本体側電気接点部との嵌合状態を示す拡大断
面図である。
【図７】図２の内視鏡処置システムを示す斜視図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るエネルギ処置具を示し、（ａ）は固定部材側に移動
部材がある場合であり、（ｂ）は鉗子部材側に移動部材がある場合の要部断面図である。
【図９】図８のエネルギ処置具の移動コネクタを示す拡大断面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る内視鏡システムの全体を示し、（ａ）は図８（ａ
）の場合の概略図であり、（ｂ）は図８（ｂ）の場合の概略図である。
【図１１】本発明の第３実施形態に係るエネルギ処置具を示す要部断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　Ａ　鉗子口の軸線
　Ｌ１　電気配線
　１　内視鏡処置システム
　１０　内視鏡
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　１１　鉗子チャンネル
　１２　鉗子口
　２０　高周波処置具（エネルギ処置具）
　２１　内視鏡側電気接点
　３１　高周波処置具本体（エネルギ処置具本体）
　４２　処置具本体側電気接点
　４４　コイルスプリング（移動部材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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要解决的问题：增加高频治疗仪主体的操作部分的自由度。 解决方案：
具有钳子通道11的内窥镜，从钳子开口12插入钳子通道11的能量处理器
械主体31，用于向能量处理器械主体31供应能量的能量源3，内部内窥镜
侧电触点，其通过穿过观察玻璃10的电线L1连接到能量源3，并且设置在
钳子开口12和设置在能量处理器具主体31中的内窥镜侧电触点附近，并
且，治疗器具主体侧电触头在插入31钳子通道11时能够与内窥镜侧电触
头电连接。 点域1
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